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○狭山市市民健康文化センター管理規則 

平成１３年９月２６日 

規則第３０号 

 改正 平成１７年１月２５日規則第２号  平成１７年９月３０日規則第３１号 

 平成１９年３月３０日規則第１９号 平成２２年３月３１日規則第１２号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、狭山市市民健康文化センター条例（平成１３年条例第１４号。

以下「条例」という。）第１７条の規定に基づき、狭山市市民健康文化センター（以

下「センター」という。）の管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

（一部改正〔平成２２年規則１２号〕） 

（個人利用施設の利用手続） 

第２条 個人利用施設を利用しようとする者は、使用料を納付して様式第１号の利用

券の交付を受け、受付に提示しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、利用時間が２時間を超過した場合の個人利用施設の使

用料（合同利用に係るものを除く。）については、利用終了後に様式第２号の精算

券により納付しなければならない。 

（一部改正〔平成２２年規則１２号〕） 

（前払式証票） 

第３条 条例第１２条第２項に規定する前払式証票は、様式第３号のとおりとする。 

（一部改正〔平成２２年規則１２号〕） 

（団体利用施設の利用手続） 

第４条 団体利用施設を利用しようとする者は、様式第４号の申請書を市長に提出し

なければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。 

２ 前項の申請は、次の各号に掲げる施設の利用に応じ、当該各号に定める期間内に

行わなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限

りでない。 

（１）多目的ホール（舞台装置、音響装置及び照明調光装置のいずれも使用しない

場合） 施設を利用しようとする日の属する月の２月前の月の初日から利用しよ

うとする日の前日までの間 

（２）多目的ホール（舞台装置、音響装置及び照明調光装置の全部又は一部を使用

する場合） 施設を利用しようとする日の属する月の４月前の月の初日から利用
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しようとする日前３日までの間 

（３）会議室 施設を利用しようとする日の属する月の４月前の月の初日から利用

しようとする日の前日までの間 

３ 市長は、団体利用施設に係る利用又は変更の許可をしたときは、様式第５号の許

可書を交付するものとする。 

４ 団体利用施設を利用しようとする者は、前項の規定による許可書の交付を受けた

とき、使用料を納付しなければならない。 

（一部改正〔平成１７年規則２号・２２年１２号〕） 

（装置の種類） 

第５条 条例別表第２項に規定する規則で定める舞台装置、音響装置及び照明調光装

置の内容は、別表第１のとおりとする。 

（一部改正〔平成２２年規則１２号〕） 

（附属備品の使用料） 

第６条 条例別表第４項に規定する附属備品の使用料は、別表第２のとおりとする。 

（一部改正〔平成２２年規則１２号〕） 

（使用料の減免手続） 

第７条 条例第１４条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あ

らかじめ様式第６号の申請書を市長に提出しなければならない。 

（一部改正〔平成２２年規則１２号〕） 

（特別な設備等の承認） 

第８条 条例第６条第１項の規定による利用の許可を受けた者が、当該許可に係る施

設等に特別な設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用しようとするときは、

市長の承認を受けなければならない。 

（一部改正〔平成２２年規則１２号〕） 

（利用者の遵守事項） 

第９条 センターの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

（１）許可を受けた目的以外に施設等を利用しないこと。 

（２）許可又は承認を受けていない施設並びに設備及び物品を利用しないこと。 

（３）他の利用者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。 

（４）施設等を利用した後は、当該施設等を原状に復すこと。 

（５）許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙をしない



3/15 

こと。 

（６）前各号に定めるもののほか、係員の指示に従うこと。 

（一部改正〔平成２２年規則１２号〕） 

（販売行為等の禁止） 

第１０条 センターにおいて、物品の販売、募金その他これらに類する行為を行って

はならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。 

（一部改正〔平成２２年規則１２号〕） 

（施設への立入り） 

第１１条 市長は、センターの維持管理のために、利用されている施設に関係職員を

立ち入らせることができる。 

（一部改正〔平成２２年規則１２号〕） 

（指定管理者による管理） 

第１２条 条例第１６条第１項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）

にセンターの管理を行わせる場合における第２条第１項及び第２項、第４条第１項、

第２項ただし書、第３項及び第４項、第７条、第８条、第１０条ただし書、第１１

条、様式第１号（１）、様式第２号並びに様式第４号（１）から様式第６号までの

規定の適用については、これらの規定（第２条第１項及び第２項、第４条第４項、

様式第１号（１）、様式第２号並びに様式第４号（１）から様式第６号までの規定

を除く。）中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第２条第１項及び第２項、第

４条第４項、第７条（見出しを含む。）、様式第１号（１）、様式第２号並びに様

式第４号（１）から様式第６号までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、

様式第４号（１）から様式第６号までの規定中「狭山市長」とあるのは「狭山市市

民健康文化センター指定管理者」とする。 

（追加〔平成２２年規則１２号〕） 

（補則） 

第１３条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

（一部改正〔平成２２年規則１２号〕） 

附 則 

この規則は、平成１３年１０月３日から施行する。 

附 則（平成１７年１月２５日規則第２号） 
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１ この規則は、平成１７年２月１日から施行する。 

２ 改正後の狭山市市民健康文化センター管理規則の規定は、平成１７年４月１日以

後の施設の利用について適用し、同日前の施設の利用については、なお従前の例に

よる。 

附 則（平成１７年９月３０日規則第３１号） 

１ この規則は、平成１７年１０月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の各規則の様式の規定に基づき作成されている用

紙は、当分の間、必要な箇所を訂正し、又は従前の例により使用することができる。 

附 則（平成１９年３月３０日規則第１９号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月３１日規則第１２号） 

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ 狭山市市民健康文化センター条例（平成１３年条例第１４号）第１６条第１項に

規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）に狭山市市民健康文化センタ

ーの管理を行わせる場合は、改正前の狭山市市民健康文化センター管理規則の規定

により、市長がした許可その他の行為（この規則の施行の日以後の利用に係るもの

に限る。）については、改正後の狭山市市民健康文化センター管理規則の相当規定

に基づいて指定管理者がした許可その他の行為とみなす。 

別表第１（第５条関係） 

（一部改正〔平成１７年規則２号・２２年１２号〕） 

装置の名称 内容 

舞台装置 吊物バトン（文字幕１、文字幕２、文字幕３）、引割幕、スク

リーン、ホリゾント幕、電動式移動観覧席、電動式移動舞台 

音響装置 スピーカー（ステージ、プロセニアム）、舞台袖操作卓（カセ

ットデッキ、DVDプレーヤー、CD・MDプレーヤー、ビデオテープ

レコーダー、デジタルビューア）、調整室操作卓（メディアプ

ロジェクター）、マイクロホン、ワイヤレスマイク 

照明調光装置 ライト（ボーダー、アッパーホリゾント、シーリング）、舞台

上部白熱灯、調光器盤 
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別表第２（第６条関係） 

（一部改正〔平成１７年規則２号・２２年１２号〕） 

附属備品の名称 使用単位 使用料 備考 

タオルセット １式 １００円 １回につき 

水着 １着 １００円 １回につき 

館内着 １着 ２００円 １回につき 

ピアノ（調律料を除く。） １台 １，０００円 １利用区分につき 

演台、花台及び司会台 １式 ５００円 １利用区分につき 

案内看板 １枚 ２００円 １利用区分につき 

ホワイトボード １式 ２００円 １利用区分につき 
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様式第１号(１)（第２条関係） 

（一部改正〔平成２２年規則１２号〕） 

様式第１号(２)（第２条関係） 

（一部改正〔平成２２年規則１２号〕） 

様式第２号（第２条関係） 

（一部改正〔平成２２年規則１２号〕） 

様式第３号（第３条関係） 

（一部改正〔平成２２年規則１２号〕） 

様式第４号(１)（第４条関係） 

（全部改正〔平成１７年規則２号〕、一部改正〔平成１７年規則３１号・２

２年１２号〕） 

様式第４号(２)（第４条関係） 

（全部改正〔平成１７年規則２号〕、一部改正〔平成１７年規則３１号・２

２年１２号〕） 

様式第５号(１)（第４条関係） 

（全部改正〔平成１７年規則２号〕、一部改正〔平成２２年規則１２号〕） 

様式第５号(２)（第４条関係） 

（全部改正〔平成１７年規則２号〕、一部改正〔平成２２年規則１２号〕） 

様式第６号（第７条関係） 

（一部改正〔平成１７年規則３１号・２２年１２号〕） 

 


